
熊本県　熊本県有明海海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

有共第１号

荒尾漁業協同組合 荒尾市地先 次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
基点１　熊本県漁場基点有第１号（熊本県と福岡県との境界標柱）
基点２　熊本県漁場基点有第２号（荒尾市蔵満と牛水との海岸線における境界）
ア　基点１と佐賀県竹崎島山頂を見通した線から基点１を基点として右へ３５４度３０分・２，２７２メートルの
ところ
イ　アから真方位３３０度の線と基点１から竹崎島山頂を見通した線とが交わるところ
ウ　基点１から竹崎島山頂を見通した線と福岡県柳川市七ッ家の南西角（有明海佐賀福岡両県漁場境界
標石柱）と佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角（同漁場境界標石柱）を結んだ線の中央点
から宇城市三角町三角岳山頂を見通した線の交わるところ
エ　基点１から竹崎島夜灯鼻灯台を見通した線と福岡県柳川市七ッ家の南西角と佐賀県佐賀市川副町大
字大詫間字元治搦の南東角を結んだ線の中央点から三角岳山頂を見通した線の交わるところ
オ　基点１から竹崎島夜灯鼻灯台を見通した線上、基点１から４，０５０メートルのところ
カ　基点２から真方位２４６度１２分２２．７秒・４，０５４．５メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
にし漁業
ばい漁業
うみにな漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
あげまき漁業
まてがい漁業
うみたけ漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
あみ張網漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 荒尾市荒尾、大島、宮
内、宮内出目、増永、
一部及び蔵満

(１)　港湾区域内及び漁
港区域内では、船舶の
航行の安全を妨げる場
所でみだりに漁業を営
んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。

有共第２号

熊本北部漁業協同組
合

荒尾市牛水地先 次の基点１、ア、イ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第２号（荒尾市蔵満と牛水との海岸線における境界）
基点２　熊本県漁場基点有第３号（荒尾市牛水と玉名郡長洲町との海岸堤防における境界付近に設置さ
れたコンクリート標識）
ア　基点１から真方位２４６度１２分２２．７秒・４，０５４．５メートルのところ
イ　基点２と玉名郡長洲町長洲港北防波堤灯台を見通した線から基点２を基点として右へ７３度３０分・２，
２５０メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業、第３種共同
漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網）漁
業
あみ張網漁業
（第３種共同漁業）
雑魚地びき網漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

１０月1日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

（第３種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 荒尾市牛水

有共第３号

熊本北部漁業協同組
合

玉名郡長洲町地先 次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第３号（荒尾市牛水と玉名郡長洲町との海岸堤防における境界付近に設置さ
れたコンクリート標識）
基点２　熊本県漁場基点有第４号（玉名郡長洲町大字長洲字下外浜と長洲町大字上沖洲との海岸線にお
ける境界）
ア　基点１と玉名郡長洲町長洲港北防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ７３度３０分・２，
２５０メートルのところ
イ　基点２と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点２を基点として右へ７５度６分・２，７６０
メートルのところ
ウ　基点２と熊ノ岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ７５度６分・１，８９５メートルのところ
エ　基点１と長洲港北防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ５度３２分・２，８３６メートルの
ところ
オ　エと基点１を見通した線からエを基点として右へ２３度４８分・８１６メートルのところ
カ　エと基点１を見通した線からエを基点として右へ２３度４８分の線が海岸線と交わるところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業、第３種共同
漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
うみたけ漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網）漁
業
あみ張網漁業
（第３種共同漁業）
雑魚地びき網漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

（第３種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 玉名郡長洲町大字長
洲、梅田及び高浜

(１)　港湾区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

有共第４号

岱明漁業協同組合 玉名市岱明町鍋地先 次の基点１、ア、イ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第５号（玉名市新川漁港北側防波堤突端中央下部点から１．１５メートルのとこ
ろ）
基点２　熊本県漁場基点有第６号（玉名市岱明町鍋と岱明町浜田との海岸堤防における境界）
ア　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ９３度２８分・２，４７
０メートルのところ
イ　基点２と熊ノ岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ９５度３分・３，０４０メートルのところ

第１種共同漁業、第３
種共同漁業

（第１種共同漁業）
わかめ漁業
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第３種共同漁業）
雑魚地びき網漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第３種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 玉名市岱明町鍋、下沖
洲及び扇崎

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

有共第５号

岱明漁業協同組合 玉名市岱明町山下、浜
田及び高道地先

次の基点１、ア、イ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第６号（玉名市岱明町鍋と岱明町浜田との海岸堤防における境界）
基点２　熊本県漁場基点有第７号（旧玉名郡岱明町大字高道と玉名市との境界（新川口の中央、玉名市滑
石新川尻測点より３０２度・２７．３メートルのところ））
ア　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ９５度３分・３，０４０
メートルのところ
イ　基点２から真方位２１５度３８分４２．３秒・３，４２２．４メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
わかめ漁業
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
うみにな漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
雑魚建干網(江切網)漁

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 玉名市岱明町山下、浜
田及び高道

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

有共第６号

滑石漁業協同組合 玉名市滑石地先 次の基点１、ア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第７号（旧玉名郡岱明町大字高道と旧玉名市との境界（新川口の中央、玉名市
滑石新川尻測点より３０２度・２７．３メートルのところ））
基点２　熊本県漁場基点有第８号（玉名市大浜町有明開新地海岸堤防北西端から同堤防沿いに南東へ３
２．７５メートルのところ）
ア　基点１から真方位２１５度３８分４２．３秒・３，４２２．４メートルのところ
イ　基点２と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点２を基点として右へ１１５度２６分・３，３
２５メートルのところ
ウ　基点２と熊ノ岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ１１５度２６分・９３５メートルのところ
エ　オと基点２を見通した線からオを基点として右へ３０８度２８分の線が玉名市菊池川左岸堤防と交わると
ころとオとの中央点
オ　菊池川右岸河川堤防と海岸堤防との境界点（基点２と熊ノ岳山頂を見通した線から基点２を基点として
右へ２２６度３７分の線が菊池川右岸堤防と交わるところ）

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
うみたけ漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 玉名市滑石及び小浜 (１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者及び河
川管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。

有共第７号

大浜漁業協同組合 玉名市大浜町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第８号（玉名市大浜町有明開新地海岸堤防北西端から同堤防沿いに南東へ３
２．７５メートルのところ）
基点２　熊本県漁場基点有第９号（旧玉名市と旧玉名郡横島町との旧海岸堤防における境界（明辰川船溜
堤防上の標柱））
ア　カと基点１を見通した線からカを基点として右へ３０８度２８分の線が玉名市菊池川左岸堤防と交わると
ころ
イ　アとカを結んだ線の中央点
ウ　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ１１５度２６分・９３５
メートルのところ
エ　基点１と熊ノ岳山頂を見通した線から基点１を基点として右へ１１５度２６分・３，３２５メートルのところ
オ　基点２と熊ノ岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ８７度２３分・３，２４０メートルのところ
カ　菊池川右岸河川堤防と海岸堤防との境界点（基点１と熊ノ岳山頂を見通した線から基点１を基点として
右へ２２６度３７分の線が菊池川右岸堤防と交わるところ）

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 玉名市大浜町新町、上
町、西川町、瀬戸町、
中町、天神町、下町、
旭町、汐見、烏帽子、
沖烏帽子及び末広並び
に玉名市大浜町５３５２
番地、同５３５６番地、
同５３４７番地及び同５
３２１番地

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者及び河
川管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。

有共第８号

横島漁業協同組合 玉名市横島町地先 次の基点１、ア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第９号（玉名市と旧玉名郡横島町との旧海岸堤防における境界（明辰川船溜堤
防上の標柱））
基点２　熊本県漁場基点有第１０号（玉名市と熊本市との海岸堤防における境界から同堤防沿いに北東へ
３５２メートルのところ（玉名市唐人川左岸堤防上））
ア　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ８７度２３分・３，２４
０メートルのところ
イ　ウから上天草市大矢野町湯島を見通した線上、ウから５，４００メートルのところ
ウ　エとオを結んだ線の中央点
エ　基点２と熊ノ岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ１２２度３９分の線が玉名市唐人川右岸
堤防と交わるところ
オ　基点２から唐人川左岸堤防沿いに南西へ３５２メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
わかめ漁業
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
うみたけ漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 玉名市横島町 (１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

有共第９号

河内漁業協同組合 熊本市西区河内町地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。
基点１　熊本県漁場基点有第１０号（玉名市と熊本市との海岸堤防における境界から同堤防沿いに東北へ
３５２メートルのところ（玉名市唐人川左岸堤防上））
基点２　熊本県漁場基点有第１４号（熊本市西区松尾町近津橋付近の熊本市西区河内町河内と西区松尾
町の漁業権における境界）
ア　基点１から玉名市唐人川左岸堤防沿いに南西へ３５２メートルのところ
イ　アとカを結んだ線の中央点
ウ　イから上天草市大矢野町湯島を見通した線上、イから５，４００メートルのところ
エ　基点２と熊本市西区百貫港灯台を見通した線から基点２を基点として右へ７６度３分・６，２６０メートル
のところ
オ　基点２と百貫港灯台を見通した線から基点２を基点として右へ６４度３分・１，７６０メートルのところ
カ　基点１と熊本市熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ１２２度３９分の線が唐人
川右岸堤防と交わるところ

第１種共同漁業 （第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市西区河内町白
浜、河内町船津及び河
内町河内

(１)　港湾区域内及び漁
港区域内では、船舶の
航行の安全を妨げる場
所でみだりに漁業を営
んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。

有共第１０

松尾漁業協同組合 熊本市西区松尾町近
津及び西松尾町地先

次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びケを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点１　熊本県漁場基点有第１４号（熊本市西区松尾町近津橋付近の熊本市西区河内町河内と西区松尾
町近津の漁業権における境界）
基点２　熊本県漁場基点有第１５号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端）
基点３　熊本県漁場基点有第１６号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端から同堤防外縁に沿って
南西へ５００メートルのところ）
ア　基点１と熊本市西区百貫港灯台を見通した線から基点１を基点として右へ６４度３分・１，７６０メートル
のところ
イ　基点１と百貫港灯台を見通した線から基点１を基点として右へ７６度３分・６，２６０メートルのところ
ウ　イからサを見通した線上、イから８７３メートルのところ
エ　オとシを結んだ線とクとウを結んだ線の交わるところ
オ　基点３と宇城市三角町三角岳山頂を見通した線から基点３を基点として右へ９２度２分・２，０６５メート
ルのところ
カ　基点３と三角岳山頂を見通した線から基点３を基点として右へ９２度２分・１，１１３メートルのところ
キ　基点２と三角岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ６１度４５分・５４６メートルのところ
ク　ケとコを結んだ線の中央点
ケ　コと百貫港灯台を見通した線からコを基点として右へ９３度の線が熊本市西区坪井川右岸堤防と交わ
るところ
コ　熊本市西区小島下町新地海岸堤防北東端（熊本市西区坪井川左岸）
サ　スと熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線からスを基点として右へ２４８度４７分２０秒・４，９７２
メートルのところ
シ　スと熊ノ岳山頂を見通した線からスを基点として右へ２４８度４７分２０秒・９０２メートルのところ
ス　セと基点３を見通した線からセを基点として右へ１１０度４９分４０秒・１，３７８．３メートルのところ
セ　基点３と熊ノ岳山頂を見通した線から基点３を基点として右へ２９６度１３分・２８５ ５５メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
あげまき漁業
まてがい漁業
うみたけ漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
おおのがい漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
雑魚建干網(江切網)漁
業
あみ張網漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市西区松尾町近
津及び西松尾町

(１)　港湾区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

有共第１１

小島漁業協同組合 熊本市西区小島下町
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及びサを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
基点１　熊本県漁場基点有第１４号（熊本市西区松尾町近津橋付近の熊本市西区河内町河内と西区松尾
町の漁業権における境界）
基点２　熊本県漁場基点有第１５号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端）
基点３　熊本県漁場基点有第１６号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端から同堤防外縁に沿って
南西へ５００メートルのところ）
基点４　熊本県漁場基点有第１７号（熊本市西区沖新町新地旧海岸堤防北西端「白川口の左角」）
ア　熊本市西区小島下町新地海岸堤防北東端（熊本市西区坪井川左岸）
イ　アとシを結んだ線の中央点
ウ　基点２と宇城市三角町三角岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ６１度４５分・５４６メートル
のところ
エ　基点３と三角岳山頂を見通した線から基点３を基点として右へ９２度２分・１，１１３メートルのところ
オ　基点３と三角岳山頂を見通した線から基点３を基点として右へ９２度２分・２，０６５メートルのところ
カ　オとスを結んだ線とイとキを結んだ線の交わるところ
キ　ソからクを見通した線上、ソから８７３メートルのところ
ク　ケと熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線からケを基点として右へ２４８度４７分２０秒・４，９７２
メートルのところ
ケ　セと基点３を見通した線からセを基点として右へ１１０度４９分４０秒・１，３７８．３メートルのところ
コ　基点４から真方位６２度１５分・２７３メートルのところ
サ　基点４から真方位６２度１５分の線が熊本市西区白川右岸堤防と交わるところ
シ　アと熊本市西区百貫港灯台を見通した線からアを基点として右へ９３度の線が熊本市西区坪井川右岸
堤防と交わるところ
ス　ケと熊ノ岳山頂を見通した線からケを基点として右へ２４８度４７分２０秒・９０２メートルのところ
セ　基点３と熊ノ岳山頂を見通した線から基点３を基点として右へ２９６度１３分・２８５ ５５メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
雑魚建干網（江切網）
漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市西区小島下町
及び小島１丁目から小
島９丁目まで

(１)　港湾区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者及び河
川管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

有共第１２

沖新漁業協同組合 熊本市西区沖新町地
先

次の基点２、ア、イ、ウ、エ及び基点４を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た
だし、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス及びセを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除
く。
基点１　熊本県漁場基点有第１６号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端から同堤防外縁に沿って
南西へ５００メートルのところ）
基点２　熊本県漁場基点有第１７号（熊本市西区沖新町新地旧海岸堤防北西端「白川口の左角」）
基点３　熊本県漁場基点有第１１号（熊本市西区沖新町沖新地区海岸堤防北東端「熊本港計画基準点１０
番（北緯３２度４５分４８秒４９３７、東経１３０度３６分６秒４１５３）」）
基点４　熊本県漁場基点有第１８号（熊本市西区四番漁港防波堤基部から南へ１７．５９メートルのところ）
ア　基点２から真方位６２度１５分・２７３メートルのところ
イ　オと基点１を見通した線からオを基点として右へ１１０度４９分４０秒・１，３７８．３メートルのところ
ウ　イと熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線からイを基点として右へ２４８度４７分２０秒・４，９７２
メートルのところ
エ　基点４と宇城市三角町三角岳山頂を見通した線から基点４を基点として右へ３９度３３分・５，８５０メート
ルのところ
オ　基点１と熊ノ岳山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２９６度１３分・２８５．５５メートルのところ
カ　基点３から沖新地区堤防に沿って南東（真方位１５６度）へ１８９．７メートルのところ（沖新町４２４３の２
番地先沖新地区海岸堤防内法尻線に設置された標柱）
キ　基点３とカを見通した線から基点３を基点として右へ２０８度２９分１３秒・５２４．４８メートルのところ（沖
新地区堤防線上）
ク　キと基点３を見通した線からキを基点として右へ８０度３８分２７秒・２，６７５．５２８メートルのところ
ケ　クとキを見通した線からクを基点として右へ９０度・１，０００メートルのところ
コ　ケとクを見通した線からケを基点として右へ２７０度の線がウとエを結んだ線と交わるところ
サ　コからエを見通した線上、コから３００メートルのところ
シ　クからケを見通した線上、ケから３００メートルのところ
ス　クからケを見通した線上 ケから６００メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業、第３種共同
漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
おおのがい漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
いかかご漁業
（第３種共同漁業）
雑魚地びき網漁業
ぼら飼付漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
（第３種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市西区沖新町 (１)　港湾区域内及び漁
港区域内では、船舶の
航行の安全を妨げる場
所でみだりに漁業を営
んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者、漁港
管理者及び河川管理者
が行う事業の施行に対
しては、正当な理由が
なければこれを拒んで
はならない。

有共第１３

畠口漁業協同組合 熊本市南区畠口町地
先

次の基点１、ア、イ、ウ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ
し、四番漁港旧北側防波堤突端と同港旧南側防波堤突端を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域を除く。
基点１　熊本県漁場基点有第１８号（熊本市西区四番漁港防波堤基部から南へ１７．５９メートルのところ）
基点２　熊本県漁場基点有第１９号（熊本市南区畠口町と熊本市南区海路口町との海岸堤防における境
界（六番船溜コンクリート標柱））
ア　基点１と宇城市三角町三角岳山頂を見通した線から基点１を基点として右へ３９度３３分・５，８５０メート
ルのところ
イ　ウと基点２を見通した線からウを基点として右へ１９４度・２，６８０メートルのところ
ウ　基点２と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点２を基点として右へ２４９度３分・３，６０
０メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市南区畠口町 (１)　港湾区域内及び漁
港区域内では、船舶の
航行の安全を妨げる場
所でみだりに漁業を営
んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。

有共第１４

海路口漁業協同組合
外２組合

熊本市南区海路口町
及び川口町並びに宇土
市住吉町及び網津町地
先

次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点４、オ及びカを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域。ただし、有共第１６号、有共第１７号及び有共第１８号の各漁場の区域を除く。
基点１　熊本県漁場基点有第１９号（熊本市南区畠口町と熊本市南区海路口町との海岸堤防における境
界（六番船溜コンクリート標柱））
基点２　熊本県漁場基点有第２０号（熊本市南区海路口町二ノ丸、二ノ丸新角）
基点３　熊本県漁場基点有第２１号（宇土市風流島「通称タバコ島」）
基点４　熊本県漁場基点有第２２号（宇土市住吉町長部田と長浜町小池との海岸線における境界）
ア　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・３，６０
０メートルのところ
イ　アと基点１を見通した線からアを基点として右へ１９４度・３，６００メートルのところ
ウ　基点４と宇土市住吉灯台を見通した線から基点４を基点として右へ２２５度２７分・６，５５０メートルのと
ころ
エ　基点４と住吉灯台を見通した線から基点４を基点として右へ２４９度１２分・２，２９２メートルのところ
オ　宇土市笹原町と宇土市網津町字直築との海岸線における境界
カ　熊本市南区海路口町と南区川口町との海岸線における境界
キ　基点１と熊ノ岳山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・１，０８０メートルのところ
ク　基点１と熊ノ岳山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・１，８３０メートルのところ
ケ　基点２と住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ７８度・９３５メートルのところ
コ　基点２と住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ１０４度２０分・５５０メートルのところ
サ　住吉灯台からシを見通した線上、住吉灯台から４５０メートルのところ
シ　ソと基点３を見通した線からソを基点として右へ１１８度４５分・５００メートルのところ
ス　シから宇土市小松鼻を見通した線上、シから４７５メートルのところ
セ　基点３と住吉灯台を見通した線から基点３を基点として右へ５０度３０分・１ ２１０メートルのところ

第１種共同漁業 （第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
うみにな漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
しじみ漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
おおのがい漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市南区海路口町
及び川口町並びに宇土
市住吉町及び網津町

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者及び河
川管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。
(３)　キ、ク、ケ、コ及び
キを順次に結んだ区域
並びにサ、シ、ス、セ、
ソ及びサを順次に結ん
だ区域内では、手堀り
以外の方法で採貝して
はならない。

有共第１５

海路口漁業協同組合
外２組合

熊本市南区海路口町
及び川口町並びに宇土
市住吉町及び網津町地
先

次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点２、オ及びカを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
基点１　熊本県漁場基点有第１９号（熊本市南区畠口町と熊本市南区海路口町との海岸堤防における境
界（六番船溜コンクリート標柱））
基点２　熊本県漁場基点有第２２号（宇土市住吉町長部田と長浜町小池との海岸線における境界）
ア　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・３，６０
０メートルのところ
イ　アと基点１を見通した線からアを基点として右へ１９４度・３，６００メートルのところ
ウ　基点２と宇土市住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ２２５度２７分・６，５５０メートルのと
ころ
エ　基点２と住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ２４９度１２分・２，２９２メートルのところ

第２種共同漁業 （第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
雑魚建干網(江切網)漁
業
あみ張網漁業
いかかご漁業
雑魚羽瀬漁業

（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市南区海路口町
及び川口町並びに宇土
市住吉町及び網津町

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者及び河
川管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

有共第１６

海路口漁業協同組合 熊本市南区海路口町
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点１　熊本県漁場基点有第１９号（熊本市南区畠口町と熊本市南区海路口町との海岸堤防における境
界（六番船溜コンクリート標柱））
基点２　熊本県漁場基点有第２０号（熊本市南区海路口町二ノ丸、二ノ丸新角）
基点３　熊本県漁場基点有第２１号（宇土市風流島「通称タバコ島」）
ア　タと基点２を見通した線からタを基点として右へ２５３度１８分・４３５メートルのところ
イ　チとタを見通した線からチを基点として右へ２５８度３４分・２４０メートルのところ
ウ　チとタを見通した線からチを基点として右へ２５８度３４分・６９０メートルのところ
エ　ウとイを見通した線からウを基点として右へ９０度・２２５メートルのところ
オ　エとウを見通した線からエを基点として右へ２７０度・２３０メートルのところ
カ　オとエを見通した線からオを基点として右へ９３度３３分・１１８メートルのところ
キ　カとオを見通した線からカを基点として右へ２６９度３分・１１８メートルのところ
ク　セからキを見通した線上、セから６７６メートルのところ
ケ　コからツを見通した線上、コから３７０メートルのところ
コ　セとクを見通した線からセを基点として右へ３６度３５分・１，２７５メートルのところ
サ　テとシを結んだ線とコとトを結んだ線の交わるところ
シ　テとセを見通した線からテを基点として右へ７５度１５分・５１５メートルのところ
ス　セとテを見通した線からセを基点として右へ２５２度３０分・３０８メートルのところ
セ　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・３，２５
０メートルのところ
ソ　タと基点２を見通した線からタを基点として右へ２５３度１８分・７４０メートルのところ
タ　基点２と宇土市住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ５５度４２分・１，９０８メートルのとこ
ろ
チ　タと基点２を見通した線からタを基点として右へ１６１度４２分・７１０メートルのところ
ツ　ナと基点３を見通した線からナを基点として右へ１６２度１６分・１，９００メートルのところ
テ　基点１と熊ノ岳山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・３，７３０メートルのところ
ト　セとクを見通した線からセを基点として右へ２１度５分・３７０メートルのところ
ナ　基点３と住吉灯台を見通した線から基点３を基点として右へ１１０度３０分・１，９２７メートルのところ

第１種共同漁業 （第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
うみにな漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
おおのがい漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市南区海路口町 入漁を拒んではならな
い。

有共第１７

川口漁業協同組合 熊本市南区川口町地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第１９号（熊本市南区畠口町と熊本市南区海路口町との海岸堤防における境
界（六番船溜コンクリート標柱））
基点２　熊本県漁場基点有第２０号（熊本市南区海路口町二ノ丸、二ノ丸新角）
基点３　熊本県漁場基点有第２１号（宇土市風流島「通称タバコ島」）
ア　セとスを見通した線からセを基点として右へ２５８度３４分・２４０メートルのところ
イ　セとスを見通した線からセを基点として右へ２５８度３４分・６９０メートルのところ
ウ　イとアを見通した線からイを基点として右へ９０度・２２５メートルのところ
エ　ウとイを見通した線からウを基点として右へ２７０度・２３０メートルのところ
オ　エとウを見通した線からエを基点として右へ９３度３３分・１１８メートルのところ
カ　オとエを見通した線からオを基点として右へ２６９度３分・１１８メートルのところ
キ　ソからカを見通した線上、ソから６７６メートルのところ
ク　タからキを見通した線上、タから３５０メートルのところ
ケ　テからコを見通した線上、テから３５０メートルのところ
コ　カからサを見通した線上、カから６６９メートルのところ
サ　ナと基点３を見通した線からナを基点として右へ１６２度１６分・１，６８０メートルのところ
シ　アとトを結んだ線とサとナを結んだ線の交わるところ
ス　基点２と宇土市住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ５５度４２分・１，９０８メートルのとこ
ろ
セ　スと基点２を見通した線からスを基点として右へ１６１度４２分・７１０メートルのところ
ソ　基点１と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度３分・３，２５０
メートルのところ
タ　チからツを見通した線上、チから３７０メートルのところ
チ　ソとキを見通した線からソを基点として右へ３６度３５分・１，２７５メートルのところ
ツ　ナと基点３を見通した線からナを基点として右へ１６２度１６分・１，９００メートルのところ
テ　チからツを見通した線上、チから１，００９メートルのところ
ト　ナと基点３を見通した線からナを基点として右へ１３２度５６分・２９１メートルのところ
ナ　基点３と住吉灯台を見通した線から基点３を基点として右へ１１０度３０分・１，９２７メートルのところ

第１種共同漁業 （第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
うみにな漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
しじみ漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
おおのがい漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 熊本市南区川口町 入漁を拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

有共第１８

住吉漁業協同組合 宇土市住吉町及び網津
町地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第２０号（熊本市南区海路口町二ノ丸、二ノ丸新角）
基点２　熊本県漁場基点有第２１号（宇土市風流島「通称タバコ島」）
基点３　熊本県漁場基点有第２２号（宇土市住吉町長部田と長浜町小池との海岸線における境界）
ア　コとサを結んだ線とイとシを結んだ線の交わるところ
イ　シと基点２を見通した線からシを基点として右へ１６２度１６分・１，６８０メートルのところ
ウ　イからカを見通した線上、イから３８０メートルのところ
エ　ウからタを見通した線上、ウから３２５メートルのところ
オ　カからナを見通した線上、カから３２５メートルのところ
カ　イからキを見通した線上、キから８０メートルのところ
キ　ツからテを見通した線上、ツから２，１５０メートルのところ
ク　ケからニを見通した線とキからツを見通した線が交わるところ
ケ　シと基点２を見通した線からシを基点として右へ１３８度１０分・７３３メートルのところ
コ　シと基点２を見通した線からシを基点として右へ１３２度５６分・２９１メートルのところ
サ　スとセを見通した線からスを基点として右へ２５８度３４分・２４０メートルのところ
シ　基点２と宇土市住吉灯台を見通した線から基点２を基点として右へ１１０度３０分・１，９２７メートルのと
ころ
ス　セと基点１を見通した線からセを基点として右へ１６１度４２分・７１０メートルのところ
セ　基点１と住吉灯台を見通した線から基点１を基点として右へ５５度４２分・１，９０８メートルのところ
ソ　シと基点２を見通した線からシを基点として右へ３０４度３０分・３５５メートルのところ
タ　トからナを見通した線上、トから５２０メートルのところ
チ　ソとシを見通した線からソを基点として右へ２６３度・３３０メートルのところ
ツ　チとソを見通した線からチを基点として右へ２４９度５０分・６２３メートルのところ
テ　基点３と住吉灯台を見通した線から基点３を基点として右へ２２５度２７分・６，５５０メートルのところ
ト　シと基点２を見通した線からシを基点として右へ１６２度１６分・１，９００メートルのところ
ナ　カとイを見通した線からカを基点として右へ２４８度１５分・６５０メートルのところ
ニ　シと基点２を見通した線からシを基点として右へ１０１度２３分・９６０メートルのところ

第１種共同漁業 （第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
うみにな漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
たいらぎ漁業
おおのがい漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 宇土市住吉町及び網津
町

入漁を拒んではならな
い。

有共第１９

網田漁業協同組合 宇土市長浜町、戸口
町、下網田町及び赤瀬
町地先

次の基点１、ア、イ、ウ及び基点２を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第２２号（宇土市住吉町長部田と長浜町小池との海岸線における境界）
基点２　熊本県漁場基点有第２４号（宇土市と宇城市三角町との海岸線における境界）
ア　基点１と宇土市住吉灯台を見通した線から基点１を基点として右へ２４９度１２分・２，２９２メートルのと
ころ
イ　基点１と住吉灯台を見通した線から基点１を基点として右へ２２５度２７分・６，５５０メートルのところ
ウ　基点２と上天草市大矢野町羽干島山頂を見通した線から基点２を基点として右へ８２度３０分・２，０００
メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業、第３種共同
漁業

（第１種共同漁業）
おごのり漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
かき漁業
はまぐり漁業
あさり漁業
しおふき（ばがい）漁業
まてがい漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
あなじゃこ（しゃく）漁業
えむし漁業
ひじき漁業
たいらぎ漁業
なまこ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
あみ張網漁業
雑魚羽瀬漁業
いかかご漁業
（第３種共同漁業）

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年５月３１日まで
１０月１日から翌年３月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
４月１０日から６月３０日まで
（第３種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 宇土市長浜町、戸口
町、下網田町及び赤瀬
町

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

有共第２０

三角町漁業協同組合 宇城市三角町地先 次の基点１、ア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点有第２４号（宇土市と宇城市三角町との海岸線における境界）
基点２　基点天第１号（上天草市大矢野町三角灯台）
ア　基点１と上天草市大矢野町羽干島山頂を見通した線から基点１を基点として右へ８２度３０分・２，０００
メートルのところ
イ　基点２と宇城市三角町三角岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ２４９度１０分・１，５００メー
トルのところ
ウ　基点２から三角岳山頂を見通した線上、基点２と大瀬戸の中央点
エ　基点２から三角岳山頂を見通した線が宇城市三角町海岸堤防と交わるところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業、第３種共同
漁業

（第１種共同漁業）
わかめ漁業
ひじき漁業
てんぐさ漁業
ほんだわら漁業
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
かき漁業
あさり漁業
まてがい漁業
さざえ漁業
いそぎんちゃく漁業
たこ漁業
えむし漁業
かめのて漁業
あわび漁業
なまこ漁業
（第２種共同漁業）
雑魚ます網(つぼ網)漁
業
いかかご漁業
（第３種共同漁業）

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１２月２１日から翌年１０月３１日ま
で
１０月１日から翌年３月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
（第３種共同漁業）

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 宇城市三角町大田尾、
三角浦、波多、前越、
中村及び郡浦

(１)　漁港区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

有共第２１

川口漁業協同組合　外
１５組合

荒尾市から玉名郡長洲
町、玉名市、熊本市、
宇土市を経て宇城市三
角町に至る地先

次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域。ただし、有共第１号から有共第２０号までの各漁場の区域及び有共第３号のカ、オ、エ、ウ、イ、
有共第４号のア及び基点１を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除く。
基点１　熊本県漁場基点有第１号（熊本県と福岡県との境界標柱）
基点２　熊本県漁場基点有第１６号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端から同堤防外縁に沿って
南西へ５００メートルのところ）
基点３　熊本県漁場基点有第２０号（熊本市南区海路口町二ノ丸、二ノ丸新角）
基点４　熊本県漁場基点天第１号（上天草市大矢野町三角灯台）
ア　基点１と佐賀県竹崎島山頂を見通した線から基点１を基点として右へ３５４度３０分・２，２７２メートルの
ところ
イ　アから真方位３３０度の線と基点１から竹崎島山頂を見通した線とが交わるところ
ウ　基点１から竹崎島山頂を見通した線と福岡県柳川市七ッ家の南西角（有明海佐賀福岡両県漁場境界
標石柱）と佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角（同漁場境界標石柱）を結んだ線の中央点
から宇城市三角町三角岳山頂を見通した線とが交わるところ
エ　基点１から竹崎島夜灯鼻灯台を見通した線と福岡県柳川市七ッ家の南西角と佐賀県佐賀市川副町大
字大詫間字元治搦の南東角を結んだ線の中央点から三角岳山頂を見通した線とが交わるところ
オ　基点１から竹崎島夜灯鼻灯台を見通した線上、基点１から９，０００メートルのところ
カ　基点２と三角岳山頂を見通した線から基点２を基点として右へ５５度４７分・１３，５４５メートルのところ
キ　基点３と熊本市西区熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点３を基点として右へ２５５度・１２，６４０
メートルのところ
ク　ケとサを見通した線上、ケから５，２７２メートルのところ
ケ　基点４から三角岳山頂を見通した線上、大瀬戸の中央点
コ　基点４から三角岳山頂を見通した線が宇城市三角町海岸堤防と交わるところ
サ　基点４と三角岳山頂を見通した線から基点４を基点として右へ２４９度１０分・１，５００メートルのところ

第１種共同漁業、第２
種
共同漁業

（第１種共同漁業）
つめたがい漁業
にし漁業
あかがい漁業
さるぼう（もがい）漁業
うみたけ漁業
たこ漁業
たいらぎ漁業
（第２種共同漁業）
あんこう網漁業
雑魚かし網漁業
かにかし網漁業

（第１種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１０月１日から翌年３月３１日まで
（第２種共同漁業）
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで
１月１日から１２月３１日まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

団体 荒尾市荒尾、大島、宮
内、宮内出目、増永、
一部、蔵満及び牛水、
玉名郡長洲町大字長
洲、梅田及び高浜、玉
名市岱明町鍋、下沖
洲、扇崎、山下、浜田
及び高道、玉名市滑
石、小浜、大浜町新
町、上町、西川町、瀬
戸町、中町、天神町、
下町、旭町、汐見、烏
帽子、沖烏帽子及び末
広並びに玉名市大浜町
５３５２番地、同５３５６
番地、同５３４７番地及
び同５３２１番地、玉名
市横島町、熊本市西区
河内町白浜、河内町船
津及び河内町河内、松
尾町近津及び西松尾
町、小島下町及び小島
１丁目から小島９丁目
まで、沖新町、南区畠
口町、海路口町及び川
口町、宇土市住吉町、
網津町、長浜町、戸口
町、下網田町及び赤瀬
町並びに宇城市三角町
大田尾 三角浦 波

(１)　港湾区域内では、
船舶の航行の安全を妨
げる場所でみだりに漁
業を営んではならない。
(２)　港湾法第１２条第
５項の規定により公示
された水域施設内で
は、漁具を固定してす
る漁業を営んではなら
ない。
(３)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
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